
任意継続組合員制度
（資格・短期給付編）

公立学校共済組合広島支部

「任意継続組合員制度（資格・短期給付編）」として、掛金以外の部分について、ご説
明します。
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任意継続組合員制度（資格・短期給付編）

１ 任意継続組合員制度とは

２ 加入から資格喪失までの流れ

３ 加入手続

４ 加入手続後の取下げ

５ 任意継続組合員証等の交付

６ 任意継続組合員の資格喪失

７ 被扶養者について

(１) 被扶養者の認定

(２) 被扶養者の取消

８ 住所又は氏名に変更があったとき

説明は，このような流れで行います。

なお，音声入りファイルについては，１から６までの項目と７・８の項目の２つに分けて収録
しています。
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１① 任意継続組合員制度とは

退職日の前日までに引き続き１年以上組合員であった人が、

退職日から起算して20日以内に「任意継続組合員申出書」を

共済組合に提出した場合に、

退職後最大２年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、

一部の福祉事業を利用することができる制度

「１ 任意継続組合員制度とは」

任意継続組合員制度とは、【退職日の前日までに引き続き１年以上組合員であった人が、
退職日から起算して20日以内に「任意継続組合員申出書」を共済組合に提出した場合に、

退職後最大２年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用すること
ができる制度】です。

任意継続組合員になるには、①組合員期間が退職日の前日までに１年以上、言いかえま
すと退職の日までに１年と１日以上あること、②退職日から起算して20日以内に「任意継続
組合員申出書」を共済組合に提出することが要件となります。
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短 期 給 付

在職中とほぼ同様の給付が受けられます（別添「任意継続組合員に係る短期給付一覧
表」参照）。
※ 休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は支給されません｡
※ 任意継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金は

 支給されません｡

福 祉 事 業

(１) 宿泊施設の利用等
(２) 旅行商品特別割引制度
(３) 特定健康診査
(４) 高額医療貸付け・出産貸付け

１② 任意継続組合員制度とは

【給付内容等】

任意継続組合員が受けられる給付等は、次のとおりです。
詳細はそれぞれの別添資料で御確認ください。
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一次締切までに申出書を
提出した場合、

３月末頃に任意継続組合
員証等発送

２① 加入から資格喪失までの流れ

共済が被扶養者の認定
継続の可否を判断

一次締切後に申出書を
提出した場合、

４月以降、随時任意継続
組合員証等発送

任継加入を取り下げる場
合は、R6.4.19までに「任

意継続組合員取下書兼
掛金還付請求書」を提出

R6夏頃

被扶養者現況確認

R6.4.19

「任意継続組合員申出書」提出
最終締切

R6.3.15

「任意継続組合員申出書」提出
一次締切
（年度末退職の場合、退職前の提出可）

在職時の被扶養者は、継続して認定されるため、
被扶養者として認められない場合に該当するときは、
被扶養者認定を取り消す手続が必要です。

掛金（保険料）納入
（期限までに）

退職
R6.3.31

氏名・住所に変更があったときは、
 「組合員等情報変更申告書」を提出

してください。

途中で任継の資格を喪失させるときは、
 「任意継続組合員資格喪失申出書

兼掛金還付請求書」を提出してくださ
い。

「２ 加入から資格喪失までの流れ」

令和６年３月31日付け退職の方が任意継続組合員になられる場合の加入やその後の手
続等の流れを説明します。

まず、任意継続組合員になるには、「任意継続組合員申出書」の提出が必要となり、年度
末退職に限っては、退職前の提出が可能で、既に受付を開始しています。
締切は、一次が令和６年３月15日、最終が令和６年４月19日共済組合必着となっておりま
す。

最終締切を過ぎての提出は一切受け付けていないため、学校の事務担当者等にお預け
にはならず、学校の証明を受けた後、返却を受け、必ず申出者ご本人が直接共済組合に
提出されるようお願いします。

また、「任意継続組合員取下書兼掛金還付請求書」は、「任意継続組合員申出書」を提出
したものの、家族の被扶養者になる、国保に加入する、等の理由により加入を取下げたい
という場合に提出していただくものですが、この「任意継続組合員取下書兼掛金還付請求
書」についても、最終締切である令和６年４月19日までに提出してください。

一次・最終の締切によって何が変わるのかと申しますと、任意継続組合員証等の発送時
期が変わります。詳細は、後ほど御説明いたします。
なお、在職時に認定されていた被扶養者の被扶養者証については、任意継続組合員証と
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併せて送付します。

手続きなしで、継続して認定されるため、被扶養者の就職や共同扶養者との収入
逆転等で資格喪失する場合、届いた被扶養者証は使用せず、必ず被扶養者取消
の手続をお願いします。

任意継続組合員となった後、毎年夏頃に、被扶養者の認定継続の可否を判断す
るため、被扶養者現況確認（通称「検認」）を行います。検認に係る必要書類等につ
いては共済組合から通知しますので、通知にある期限内に提出してください。

また、任意継続組合員に加入後、再就職等の理由により任意継続組合員を途中
でやめるとき、氏名又は住所を変更されたときは、それぞれ書類の提出が必要で
す。
次のスライドに移ります。
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２② 加入から資格喪失までの流れ

・途中で任意継続組合員をやめた場合
・２年間の任継期間を満了した場合

再び任意継続組合員になるには、改めて任継加入のための要件を満たす必要があります。
（１年と１日以上、組合員（一般組合員・短期組合員）としての期間が必要）

R7.2
中旬

共済から任継資格を継
続しない場合の手続等
について通知

R8.3
下旬

共済から「任意継続組合
員資格喪失証明書」送付

R8.4.1

任意継続組合員
資格喪失

R7夏頃

被扶養者現況確認

資格喪失後、
・任意継続組合員証等返納
・国民健康保険等への加入手続

次年度、任継を継続しない場合は、
通知に沿って手続
（任継を継続する場合は手続不要）

加入後１年が経過する少し前、令和７年２月中旬頃に、共済組合から任意継続組合員資
格を継続しない場合の手続等について、通知します。２年目に任意継続組合員を継続しな
い方は、通知に従って手続してください。

令和７年夏頃、任意継続組合員を継続された方は、１年目と同様に検認を受けていただく
こととなります。

任意継続組合員の期間は、最長２年間のため、任意継続組合員の資格は、令和８年４月
１日をもって自動的に喪失することとなります。

共済組合では、期間満了前の令和８年３月下旬に「任意継続組合員資格喪失証明書」を
御自宅宛てに送付します。

任意継続組合員であった方においては、４月１日以降、任意継続組合員証等を共済組合
に御返却いただくとともに、国民健康保険等への加入手続を行ってください。

最後に、任意継続組合員の資格を喪失した方が再び任意継続組合員になろうとする場合
は、改めて任意継続組合員の加入要件を満たす必要があり、改めて、１年と１日以上の一
般組合員又は短期組合員としての期間が必要となりますので、注意してください。
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３ 加入手続
１ 加入の手続
任意継続組合員申出書 (以下 ｢任継申出書｣という｡) を、退職時の所属所で
証明（掛金が口座振替の場合、併せて広島銀行の確認）を受けた上で、共済組合に提出してください。
(記入方法等は、別添「任意継続組合員申出書の作成・提出」で確認してください。)

２ 提出期限
「任継申出書」を退職の日から起算して20日以内に提出してください｡
令和６年３月31日付け退職の場合、
一次締切 令和６年３月15日（金）
最終締切 令和６年４月19日（金） 共済組合必着

※ 最終締切を過ぎて共済組合に到着した場合、任意継続組合員になることはできません｡

ここからは、各手続の詳細について説明します。
「３ 加入手続」

まずは、「加入の手続」についてです。

任意継続組合員を希望する方は、任意継続組合員申出書を退職時の所属所の証明を受
け、提出期限までに共済組合に提出してください。

記入方法等は、別添「任意継続組合申出書の作成・提出」にまとめましたので、確認してく
ださい。
「提出期限」は、最終が、退職の日を含めて20日以内となります。
年度末退職の場合、４月19日、４月19日（２回繰り返す）までとなります。この締切日は所

属所ではなく、共済組合での受理期限となります。この期限は法律で定められているため、
期限を過ぎたり、申出書に不備あったりすると受理できません。そのため、提出前に不備が
ないかご自身で確認後、郵送の場合は４月19日までに確実に当共済組合に届くよう、提出
してください。

年度末退職の場合、申出書は既に受付を開始していますので準備が整い次第、早めの
提出をお願いします。なお、提出の際は、控えとして申出書をコピーし、必ず保管しておい
てください。
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４ 加入手続後の取下げ

① 退職日の翌日から再就職（医療保険加入）することが確定した場合

② 国民健康保険に加入する場合

③ 家族が加入する医療保険の被扶養者になる場合

取り下げ理由が②又は③の場合、「任意継続組合員取下書兼
掛金還付請求書」は、令和６年４月19日（金）共済組合必着です。

※ 期限を過ぎて到着した場合、既に任継の資格を取得していることになります（掛金発生）。
「任意継続組合員取下書兼掛金還付請求書」ではなく、「任意継続組合員資格喪失申出

書兼掛金還付請求書」を提出してください。

次の場合は、直ちに共済組合に連絡をするとともに、「任意継続組合員取下書兼掛金
還付請求書｣を必ず提出してください。 

「４ 加入手続後の取下げ」

任継申出書を提出した後に、状況が変わったときは、取下げの手続が必要です。

退職後、間をあけることなく、４月１日付けで再就職し、職場で健康保険に加入することが
確定した、国保に加入する、家族の被扶養者になるなど、任意継続組合員の資格を取得す
べき日が１日もなくなったときは、共済組合に連絡するとともに、必ず「任意継続組合員取
下書兼掛金還付請求書」を提出してください。

ここで注意していただきたいのは、取下げ理由が「②国民健康保険に加入する」又は「③
家族が加入する医療保険の被扶養者になる」である場合には、取下書の提出締切がある
ということです。②又は③の理由で取り下げる場合、４月19日までに共済組合に届かなけ
れば、受け付けることはできません。期限を過ぎ、４月20日以降に共済組合に到着した場

合は、一旦任意継続組合員としての資格を取得することになり、掛金が発生します。この場
合については、「任意継続組合員取下書兼掛金還付請求書」ではなく、「任意継続組合員
資格喪失申出書兼掛金還付請求書」を提出していただくことになり、資格喪失は、共済組
合がその申出書を受理した月の翌月の初日になります。国民健康保険加入や家族の被扶
養者になることができるのは、任意継続組合員の資格喪失後となりますので、十分ご注意
ください。

なお、取下書が提出期限までに届いても、初回の口座振替が止められない場合がありま
す。その場合は、後日、掛金を還付します。
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５ 任意継続組合員証等の交付
「任継申出書」を提出すると、新たに任意継続組合員証等が交付されます。

●令和６年３月末退職の場合・・・

一次締切（令和６年３月15日（金）共済組合必着）までに「任継申出書」を提出した場合
→ ３月末頃までに任意継続組合員証及び被扶養者証を自宅に送付

※ 予定者として交付しているため、４月１日以降、組合員及び被扶養者の要件を欠く場合は使用せず、

 当支部に返納してください。

一次締切を過ぎて「任継申出書」を提出（書類不備で再提出の場合を含む。）した場合
→ ４月１日以降、任意継続組合員証及び被扶養者証を自宅に送付

※ ４月は事務処理が集中するため、送付が遅くなることがあります。

※退職後は現在交付している組合員証等は使用できません。必ず所属所に返却してください。
※退職後に受診する時は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を提示してください。

「５ 任意継続組合員証等の交付」

３月末退職の場合、申出書を一次締切である３月15日、３月15日（２回繰り返す）までに共

済組合に提出した場合は、３月末にはご自宅に任意継続の組合員証を郵送する予定です。
一次締切である３月15日を過ぎて申出書を提出された場合については、４月１日以降の郵
送となりますが、４月は様々な事務処理が集中するため、送付が遅くなることがあります。

事情がある場合も個別の対応は難しいため、組合員証の交付を急ぐ方は、既に受付を開
始していますので、一次締切に間に合うよう申出書の提出をお願いします。

なお、退職後は現在交付している組合員証等は使用できませんので、必ず所属所に返却
してください。退職後、任意継続組合員証等の到着前に受診されたい場合は、受診される
医療機関に共済組合が負担する原則７割部分等について支払いを待ってもらえないか相
談してみてください。また、一旦全額支払った場合は、後日、「療養費」として、共済組合に７
割部分等を請求してください。
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６① 任意継続組合員の資格喪失
任意継続組合員が次の事由に該当するときは、任意継続組合員の資格を喪失します。

これらの事由に該当するときは、次の書類等を提出してください。

事 由 資格喪失日

１ 任意継続組合員となった日から起算して
２年を経過したとき。

翌日

２ 死亡したとき。 翌日

３ 後期高齢者医療制度の被保険者等となった
とき。

その日

４ 再就職し、再就職先の医療保険に加入したと
き｡

その日

５ 国民健康保険等に加入する、又は家族が
加入する医療保険の被扶養者になるとき｡

共済組合が資格喪失申出書兼掛金還付
請求書を受理した日の属する月の翌月の初日

「６ 任意継続組合員の資格喪失」

４月１日付けで任意継続組合員としての資格を取得した後に、これらの事由に該当し、資
格を喪失するときは、任意継続組合員の資格喪失の手続を行う必要があります。手続に必
要な書類については次のスライドを御覧ください。
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６② 任意継続組合員の資格喪失
事 由 提出書類等

１ 任意継続組合員となった日から起算して
２年を経過したとき。

任意継続組合員証 （被扶養者証等を含む｡）

２ 死亡したとき。 ① 任意継続組合員資格喪失申出書兼掛金還付請求書
② 任意継続組合員証（被扶養者証等を含む｡）
③ 死亡した日が確認できる書類
④ 組合員本人と還付請求者との関係が確認できる書類の写し

３ 後期高齢者医療制度の被保険者等と
なったとき。

① 任意継続組合員資格喪失申出書兼掛金還付請求書
② 任意継続組合員証 （被扶養者証等を含む｡）
③ 後期高齢者医療被保険者証の写し

４ 再就職し、再就職先の医療保険に加入し
たとき｡

① 任意継続組合員資格喪失申出書兼掛金還付請求書
② 任意継続組合員証 （被扶養者証等を含む｡）
③ 新しく交付された保険証の写し等

 ※ただし、再就職先の医療保険が当支部である場合は、辞令書の写しとし、

会計年度任用職員は併せて勤務労働条件説明書の写しを提出

５ 国民健康保険等に加入する、又は家族が
加入する医療保険の被扶養者になるとき｡

① 任意継続組合員資格喪失申出書兼掛金還付請求書
② 任意継続組合員証 （被扶養者証等を含む｡）

※資格喪失以降速やかに返納

※ 資格喪失後に任意継続組合員証（被扶養者証）を使用して医療機関等で受診していた場合、共済組合負担の医療費等につ
いて戻入していただきます。

例えば、４月１日付けで任意継続組合員の資格を取得した後、４月２日以降、 再就職し、
再就職先の医療保険に加入したときは、「４ 再就職し、再就職先の医療保険に加入したと
き。」に該当しますので、「提出書類等」欄の書類を、速やかに当共済組合に提出してくださ
い。

任意継続組合員の資格を喪失する場合、事由に関わらず、必ず任意継続組合員証等を
返却していただく必要があります。資格喪失後に任意継続組合員証や被扶養者証を使用し
て医療機関等で受診していた場合、共済組合負担の医療費等について共済組合に戻入し
ていただきます。
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７ 被扶養者について
被扶養者とは・・・

  主として任意継続組合員の収入により生計を維持する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び
兄弟姉妹等で、７(２)①・②の「被扶養者として認められない場合」を除いた人が認定されます。
（在職中の組合員と同様）

※ 詳細は、公立学校共済組合広島支部ＨＰ「福利厚生事務の手引」の「§７ 被扶養者の認定及び取消」を参照してください。

被扶養者の認定
  任意継続組合員になる時又はなった後に、被扶養者の認定事由が発生した場合は、
「７(１) 被扶養者の認定」を参考に、「被扶養者申告書」を提出してください。

被扶養者の取消
  在職時に被扶養者として認定している人は、任意継続組合員となった後も被扶養者
として継続して認定されるため、被扶養者として認められない場合に該当するときは、
被扶養者認定を取り消す手続が必要です。
  任意継続組合員になる時又はなった後に、被扶養者の取消事由が発生した場合は、
「７(２) 被扶養者の取消」を参考に、「被扶養者申告書」を提出してください。

「７ 被扶養者について」

まず、被扶養者とは、主として任意継続組合員の収入により生計を維持する配偶者や子
等で、後で説明します「７(２)の『被扶養者として認められない場合』」を除いた人が認定対
象となりますが、この要件は、在職中の組合員と同様です。
詳細は、広島支部ホームページの「福利厚生事務の手引」を御参照ください。

在職中に既に被扶養者として認定されている人は、任意継続組合員になっても、引き続き
被扶養者として認定されますので、認定のための手続は不要です。

任意継続組合員になる時又はなった後に、新たに家族を被扶養者として認定する事由が
生じた場合は、「被扶養者申告書」等を提出してください。

また、任意継続組合員になる時又はなった後に、被扶養者の取消事由が発生した場合は、
「被扶養者申告書」等を提出してください。
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７(１)① 被扶養者の認定
認定申請の手続
被扶養者の要件を満たす者がいる場合は、次の書類を共済組合に提出してください。

提 出 書 類 等

１ 被扶養者申告書

２ 扶養事実申立書

３ 任意継続組合員との続柄が確認できる書類

４ 住民票の写し

５ 所得に関する市区町村長の証明書等

６ 認定要件を備えた日が確認できる書類

７ 最新の年金額を確認できるもの（年金証書・年金額改定通知書等）の写し
（年金（個人年金を含む。）を受給している場合）

８ 被扶養者個人番号報告書

９ その他（共同扶養に係る双方の所得証明書（共同扶養者がいる場合））等

被扶養者の要件を備えた日から30日以内
に、｢被扶養者申告書｣ 等を共済組合に提
出してください｡
この場合、要件を備えた日に遡って被扶養
者として認定されます｡
(書類が30日を超えて提出された場合は、
共済組合がその書類を受理した日が認定日
となります｡)

収入要件は、原則年額130万円未満ですが、次の
いずれかに該当する場合、年額180万円未満となり
ます。

① 60歳以上の場合
② 障害年金の受給相当の障害がある場合

※ 将来に向かって１年間の恒常的な収入見込み
の総額が、要件を満たす必要があります。

「７(１) 被扶養者の認定」

認定要件を満たす親族等がいる場合、この表にある提出書類を速やかに共済組合に提
出してください。不明な点がありましたら、早めに短期給付係にご相談ください。

被扶養者認定で注意していただきたいことですが、四角囲みの部分を御覧ください。被扶
養者の要件を備えた日から30日以内に「被扶養者申告書」等を共済組合に提出した場合、
要件を備えた日に遡って被扶養者として認定されます。一方、30日を超えて提出された場
合、共済組合が書類を受理した日が認定日となりますので、御注意ください。
この「30日以内」という期限は、法律で定められているため、被扶養者申告は、要件を備
えた日から30日以内ということをしっかり覚えていただき、早めの関係書類の提出をお願い
します。

「６ 認定の要件を備えた日が確認できる書類」については、次のスライドを参照してくださ
い。
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７(１)② 被扶養者の認定

認定要件具備の事由 事実発生年月日が確認できるいずれかの書類

出生のとき
住民票の写し・住民票記載事項証明書・出生届受理証

明書・母子手帳の写し 等

結婚又は離婚のとき 戸籍記載事項証明書・婚姻届受理証明書 等

退職のとき
退職辞令書の写し・離職票の写し・雇用保険受給資格者

証の写し 等

雇用保険の基本手当受給満了のとき 雇用保険受給資格者証の写し

収入の逆転による扶養替えのとき

収入の逆転がわかるもの（辞令書の写し・源泉徴収票の

写し 等）

被扶養者として認定されていた医療保険の被扶養者資

格喪失証明書 等

非常勤講師の任用期間終了のとき 辞令書の写し・勤務条件説明書

その他 その他事実発生日が確認できる書類

認定要件を備えた日が確認できる書類の例

認定要件を備えた日が確認できる書類の例は、表のとおりです。

これら以外の書類で事実発生年月日が確認できるかについては、短期給付係に問い合
わせてください。
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７(２)① 被扶養者の取消
被扶養者として認められない場合①
・ 任意継続組合員以外の人が扶養手当又はこれに相当する手当を受けている場合

・ 任意継続組合員が他の人と共同して扶養する場合で、社会通念上その任意継続組合員が
主たる扶養者でないとき

組合員の退職後、
配偶者の方が収入が多くなる場合は、
子の被扶養者認定を取り消す必要があります。
令和６年４月１日付けで扶養替えの
手続を行ってください。

ただし

配偶者が国民健康保険に加入している場合

原則、任意継続組合員の掛金の算定基礎額に12

を乗じた額が、配偶者の年収を上回るときは、申立

てにより任意継続組合員の被扶養者として継続認定できます｡

（様式§15-005任意継続組合員の被扶養者継続認定申立書）

令和６年４月１日からの年間収入

給与300万円
主たる扶養者

給与150万円

※ 向こう１年間の収入で比較します｡

任意継続
組合員

配偶者

組合員の収入に一時金と
して扱う退職金や退職前の
給与収入は含みません｡

給与300万円

配偶者

令和５年３月末までの年間収入

給与 750万円
主たる扶養者

組合員

Ｖ

Ｖ

「７(２) 被扶養者の取消」

「被扶養者として認められない場合」に該当すると、被扶養者を取り消す手続が必要です。

「被扶養者として認められない場合」の例として、「任意継続組合員以外の人が扶養手当
又はこれに相当する手当を受けている場合」や「任意継続組合員が他の人と共同して扶養
する場合で、社会通念上その任意継続組合員が主たる扶養者でないとき」等が挙げられま
す。

「主たる扶養者」については、夫婦が共同して子を扶養する場合、原則として向こう１年間
の収入の多い方となりますので、退職後、向こう１年間の収入見込が夫婦で逆転する場合
は、主たる扶養者が変更になります。

この夫婦の収入逆転による扶養替えは、４月１日時点で特に多い被扶養者取消の事案に
なりますので、図を使って説明します。
図を御覧ください。

３月末まで、組合員は現職として働いており、配偶者より収入が高いため、組合員は子ど
もの主たる扶養者です。しかし、４月１日以降、組合員は、退職・健康保険の加入要件に該
当しない再就職によって、任意継続組合員になるとともに、収入が減り、配偶者の収入のほ
うが多くなるため、子の主たる扶養者が配偶者に変わる事例です。このような場合、子につ
いて、４月１日付けで任意継続組合員の被扶養者認定を取り消す手続を行う必要がありま
す。

共同扶養者との収入比較をする際の収入には、退職前の給与や一時金として取り扱う退
職金は含まず、退職後向こう１年の収入で比較しますので、注意してください。
組合員の退職に伴って収入が逆転するか否かについて、共済組合は、組合員からの申
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告があって初めて把握できます。申告が遅れてしまうと、それだけ配偶者の方への
扶養替えが遅れてしまいます。このような収入逆転は、毎年夏に行っている被扶養
者の検認時に判明することが多いため、退職後の夫婦間の収入状況については、
必ず退職の時点で確認をお願いします。

ただし、この夫婦の収入逆転による扶養替えには、配偶者が加入している保険が
国民健康保険である場合は、例外があります。配偶者が国民健康保険に加入して
いる場合、原則として、任意継続組合員の掛金の算定基礎額に12を乗じた額が、

配偶者の年収を上回るときは、申立てにより継続して認定することができます。こ
の例外に該当するときは、事前に共済組合に連絡し、「任意継続組合員の被扶養
者継続認定申立書」を提出してください。

なお、これは配偶者が国民健康保険に加入している場合の特例であるため、配
偶者が社会保険等に加入している場合は該当になりません。
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７(２)② 被扶養者の取消
被扶養者として認められない場合②

・ 収入が年額 (12か月の累計) 130万円以上（60歳以上又は障害年金受給相当の障害がある場合は180万円以上）ある場合

・ 雇用保険の基本手当を日額3,612円以上（5,000円以上）受給している場合

・ 雇用された時点で、向こう１年間の収入額が130万円以上（180万円以上）となることが明らかな場合

・ アルバイト等の不安定収入が、月額108,334円以上（15万円以上）の月が４か月以上連続した場合

・ １年間 (12か月の累計であって、暦年や年度ではありません｡) の収入の累計額が130万円以上（180万円以上）

になった場合

※ 年金収入には, 国民年金、厚生年金、共済年金、農業者年金、恩給、企業年金及び生命保険会社等の個人年金が含まれます｡

また、所得税法上は非課税になる遺族 (厚生・共済) 年金、障害 (厚生・共済) 年金、遺族扶助料等も収入となります｡

・ 共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になった場合 (就職した時)

・ 後期高齢者医療制度に加入した場合

・ 死亡した場合

ここまで、収入逆転による扶養の付替えの話をしてきましたが、被扶養者として認
められない場合として、他に次のような事由があります。

これらの事由に該当する場合は、認定取消の手続を行う必要がありますので、注
意してください。

特に、収入要件については、夏の検認時に、任意継続組合員が把握していな
かったアルバイト収入、個人年金等が発覚し、遡って被扶養者取消になる案件が
毎年あります。共済組合は、非課税であっても収入と考えるため、通勤手当や障害
年金、個人年金等も全額収入に含めます。これらをふまえて、被扶養者の収入に
ついては、常に十分把握していただくようお願いします。
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７(２)③ 被扶養者の取消
認定取消の手続

  被扶養者として認定されている人が、被扶養者として認められない場合に該当するときは、
速やかに次の書類を共済組合に提出してください。

① 被扶養者申告書

② 任意継続組合員被扶養者証

③ 被扶養者の要件を欠く日が確認できる書類
 次頁の ｢認定取消の区分｣ 欄に応じた書類を提出してください｡

※ 75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合は、
   任意継続組合員被扶養者証のみ提出

「認定取消の手続」

被扶養者として認定されている人が、被扶養者として認められない場合に該当す
るときは、速やかに次の書類を共済組合に提出してください。
① 被扶養者申告書
② 任意継続組合員被扶養者証
③ 被扶養者の要件を欠く日が確認できる書類
③の書類については、次のスライドで、詳細をお示ししています。
なお、被扶養者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合は、任意継続
組合員被扶養者証のみを提出してください。
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７(２)④ 被扶養者の取消

認定取消の区分 確認できる書類
就職し、新しい保険証の交付を受けたとき 新しく交付された保険証の写し

就職日以後向こう１年間の収入が限度額以上となる見込み

が立つとき
雇用条件のわかる書類（非常勤講師であれば、勤務条件説明書）

収入の不安定な人の12か月の支給額累計が130万円以上

になったとき

収入限度額以上となった対象月の前年同月分以後13か月分の給

与支給明細書の写し等

収入の不安定な人が４か月以上連続して108,334円以上

になったとき

限度額以上となった対象月の前月分以後５か月分の給与支給明

細書の写し等

日額3,612円以上の雇用保険の基本手当を受給するとき 雇用保険受給資格者証の写し

事業等の所得が確定申告により130万円以上になったこと

が判明したとき
確定申告書及び収支内訳書の写し

公的年金額が180万円以上になったとき 年金額改定通知書の写し等

組合員との同居を必要条件とされている親族が別居したとき 別居した日が記載された住民票の写し等

夫婦共同扶養における収入逆転が判明したとき
収入が逆転したことが分かる書類及び配偶者の保険証の写し（夫

婦双方が当支部の組合員の場合は不要）

その他 その他事実発生年月日が確認できる書類

被扶養者の要件を欠く日が確認できる書類の例

被扶養者の要件を欠く日が確認できる書類については、この表を確認の上、｢認
定取消の区分｣ に応じた書類を提出してください｡

なお、被扶養者の資格喪失後に被扶養者証を使用して医療機関等で受診してい
た場合、共済組合負担の医療費等について戻入していただきます。被扶養者の取
消が遡れば遡るほど、戻入金額が高額になりますので、繰り返しになりますが、被
扶養者として認められない場合に該当しないかどうか、常に確認していただくようお
願いします。
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８ 住所又は氏名に変更があったとき

住所又は氏名を変更した場合は、｢組合員等情報変更申告書｣
を共済組合へ提出してください｡

被扶養者の住民票の住所に変更がある場合は、被扶養者の住
民票の写しを添付してください｡

氏名変更の場合は、任意継続組合員証等を添付してください｡

「８ 住所又は氏名に変更があったとき」

住所又は氏名を変更した場合、「組合員等情報変更申告書」の提出が必要です。

この申告書の提出は、一般の組合員においても必要ですが、特に任意継続組合
員については、共済組合からの通知等が直接自宅に送付されます。このため、「組
合員等情報変更申告書」の提出がないと、共済組合からの必要な情報が提供でき
なくなりますので、住所等に変更があった場合は、当共済組合に忘れず提出をお
願いします。

なお、被扶養者の住民票の住所に変更がある場合は、被扶養者の住民票の写し
を添付してください。

また、氏名変更の場合は、任意継続組合員証等を添付してください。新しい氏名
で証等を発行します。

以上で、「任意継続組合員制度（資格・短期給付編）」についての説明を終わりま
す。

なお、別添「医療保険制度ＦＡＱ」には、任意継続組合員に関する説明が含まれて
います。そちらも併せて御覧ください。
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任意継続組員申出書の
作成・提出

公立学校共済組合広島支部

1



任意継続組合員申出書
・ 様式の網掛部分（画面上は水色）を記入してください。

・ 退職日から起算して20日以内（共済組合必着）に申出者本人

が、直接共済組合に提出してください。

・ 次頁以降を参照の上、不備のない状態のものを期限内に 
 提出してください（不備のある申出書は受理できません。）。
 

【提出先・問い合わせ先】

〒730-8514
広島市中区基町９-42 広島県教育委員会事務局管理部健康福利課内
公立学校共済組合広島支部 短期給付係

電話 082-513-4957
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７３０  ８５１４

６ ５ ４ ３ ２ １

ヒ ロ シ マ  シ     ナ  カ ク     モ  ト マ チ     ９  － ４  ２

広島

カ ゛ ッ コ ウ      イ チ ロ ウ

学校  一郎

３７  ０７   ０１

０ ９ ０ １ ２  ３ ４      ○ ○ ○ ○

○○  ０３   ３１ 6 0    0 4   0 1     3 8   0 0

中 基町 ９番 ４２号

住所のフリガナ欄は左から記入し、市郡・区町村・番地の間は 
１字分空けてください。

組合員氏名のフリガナ欄は左から記入
し、姓・名の間は１字分あけてください。

退職後、日中連絡のとれる電話番号を記入
してください。携帯電話を記入する場合は、
ハイフンを除いて記入してください。
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○○支店

５  ６  ７ 0  1   2  3   4   5  6

掛金の払込方法で１から３までの「口座振替」を選んだ方は、必ず
「掛金口座振替・給付金口座」及び「金融機関確認印欄」を記入の
上、広島銀行で金融機関確認印を受けてください。

掛金の払込方法は１から４までのうち
希望する番号に必ず○をしてください。

「４. 毎月振込通知書」の場合、
振込手数料は本人負担となり
ます。
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掛金の払込方法が口座振替の場合は、１枚目及び２枚目を記入して、
両方を広島銀行の窓口に提出してください。

○○支店

５  ６  ７ 0  1   2  3   4   5  6 ○○.○.○○

広島銀行

掛金の振替口座を広島銀行
に指定します。

かしこまりました。

掛金の払込方法を口座振替にする場合

 ➊ 口座振替の金融機関は広島銀行のみ（他の金融機関は不可）

➋ 指定金融機関（広島銀行）、本支店名、口座番号等の欄を記入 

 ➌ ２枚目の「預金口座振替依頼書」に金融機関届出印を押印

 ➍ １枚目及び２枚目を広島銀行に提出（提出先はどの本支店でも可）

 ➎ 広島銀行で１枚目に確認印を受ける

ポイント！
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受付
○○．○．○

○○小学校

受付印省略不可

受付印の押印と所属所長の証明をお願いします。

金融機関から返却された任意継続組合員申出書（１枚目）を退職時の所属所に
提出してください。

※ 掛金払込方法が「４．毎月払込通知書」の場合、１枚目のみ記入して所属所に提出

ポイント！

所属所が受け付けた日で押印
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○     ３     ３１

学校 一郎

○     ３     ３１
１２３４５
○○市○○区○○町一丁目１－１

○○市立○○小学校

公立 薫

（０８２）１２３－４５６７

退職時の所属所で受付印の押印と併せて
この欄の証明を受けてください。

退職時の所属所による受付印の押印及び証明後、返却を受け、
申出者本人が直接共済組合に提出してください。

ポイント！

退職日以降の日付を記入してください。
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最終確認をしましょう！

□ 退職日までに引き続き１年と１日以上組合員でしたか？（１年以内は加入資格なし）

□ 連絡先の電話番号は記入しましたか？

□ 掛金の払込方法は、希望の番号を○で囲んでいますか？

□ 所属所の受付印及び所属所長の証明はありますか？

□ 提出期限は間に合っていますか？（退職の日を含めて20日以内に共済組合必着です。）

【払込方法を口座振替にする場合】

□ 金融機関は広島銀行の本人名義の口座になっていますか？

□ 広島銀行の確認印はありますか？

□ ２枚目の「預金口座振替依頼書」は広島銀行に提出しましたか？

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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任意継続組合員に係る短期給付一覧表 (令和５年４月現在) 

短期給付事業は、任意継続組合員 (以下 ｢組合員｣ という｡) とその被扶養者の病気、ケ

ガ、出産、死亡、災害等に対して給付を行う事業です｡ 

表中の■▲は、給付を受けるための手続を表しています｡ 

■→ 組合員証を使用していれば、自動的に給付されます。(手続は必要ありません｡) 

▲→ 各種請求書により請求を行ってください。（公立学校共済組合広島支部ホームペー

ジからダウンロードできます。共済組合から送付することも可能です。) 

給付事由 給付名称 給 付 要 件  給 付 額 主な必要書類 

組
合
員
本
人
の
病
気
や
負
傷
（
公
務
に
よ
ら
な
い
も
の
） 

療養の

給  付 

■ 

保険医療機関に組合員証

を提示し、療養を受けた

とき。 

保険適用の診療費用の

うち７割を共済組合が

負担 

 

入院時

食  事

療養費 

■ 

保険医療機関で ｢療養の

給付｣ と併せて食事療養

を受けたとき。 

食事療養に要する費用

から標準負担額 (自己

負担額) を控除した金

額を共済組合が負担 

 

一  部 

負担金 

払戻金 

■ 

療養の給付、療養費、訪

問看護療養費を受けたと

きに、保険適用の自己負

担額が 25,000 円を超え

ているとき。 

療養の給付又は療養費

１件ごとに自己負担額 

(高額療養費が支給さ

れる場合は、その金額

を控除した額) から

25,000円を差し引き、

100 円未満を切り捨て

た額 

 

訪  問

看 護

療養費 

■ 

難病、重度の障害等によ

り医師の承認を受けた

上、居宅において指定訪

問看護事業者から指定訪

問看護を受けたとき。 

指定訪問看護に要した

費用のうち７割を共済

組合が負担 
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給付事由 給付名称 給 付 要 件  給 付 額 主な必要書類 

 

療養費 

▲ 

①やむを得ない事情によ

り組合員証を使用しな

いで医療機関で受診し

たとき。 

②制度的に組合員証が使

用できないときのうち、

医師が治療上必要と認

めた次のものを購入等

したとき。 

ａ コルセット等の治

療用装具を購入した

とき 

ｂ はり、きゅう、あ

んま、マッサージの

施術を受けたとき 

①②とも共済組合が必

要と認めた場合に給付

されます｡ 

規定に基づき共済組合

で算定し、かつ実費の

範囲内の額のうち７割 

①のとき（＊） 

●療養費・家族療

養費請求書 

●診療報酬明細書 

●領収書(原本) 

 

②のａのとき 

●療養費・家族療

養費請求書 

●診断書・装具装

着証明書 

●領収書(原本) 

 

②のｂのとき 

●療養費・家族療

養費請求書 

●医師の同意書 

●施術証明書兼施

術料金領収明細

書 

被
扶
養
者
の
病
気
や
負
傷 

家族療養

の 給 付 

■ 

保険医療機関に被扶養者

証を提示し、療養を受け

たとき。 

保険適用の診療費用の

うち７割を共済組合が

負担 (義務教育就学前

は８割、70歳以上 75

歳未満は８割又は７割) 

 

入院時

食  事

療養費 

■ 

保険医療機関で ｢家族療

養の給付｣ と併せて食事

療養を受けたとき。 

食事療養に要する費用

から標準負担額 (自己

負担額) を控除した金

額を共済組合が負担 

 

＊ 海外で療養を受けた場合の必要書類については、共済組合広島支部短期給付係 

(０８２－５１３－４９５７) にお問い合わせください｡ 

※ 交通事故や暴行等第三者の行為によってけが等をし、医療機関を受診する場合、上記

の電話番号に連絡してください｡ 

※ 確定申告の医療費控除の申請手続に使用することができる医療費通知を、希望者に対

し発行します｡ 発行を希望される方は、共済組合広島支部短期給付係にお問い合わせく

ださい｡ 
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給付事由 給付名称 給 付 要 件  給 付 額 主な必要書類 

被
扶
養
者
の
病
気
や
負
傷 

家  族 

療養費 

附加金 

■ 

家族療養の給付、家族療

養費、家族訪問看護療養

費を受けたときに、保険

適用の自己負担額が 

25,000 円を超えている

とき 

家族療養の給付又は家族

療養費１件ごとに自己負

担額から 25,000円を差

し引き、100 円未満を切

り捨てた額 

 

家族訪問 

看 護 

療 養 費 

■ 

難病、重度の障害等によ

り医師の承認を受けた

上、居宅において指定訪

問看護事業者から指定訪

問看護を受けたとき 

指定訪問看護に要した費

用のうち７割を共済組合

が負担 (義務教育就学前

は８割、70 歳以上 75歳

未満は８割又は７割) 

 

家  族 

療養費 

▲ 

①療養費（組合員本人に

対するもの）の給付要

件に該当するとき。 

②制度的に組合員証が使

用できないときのうち、

医師が治療上必要と認

めた小児弱視等の治療

用眼鏡等を購入したと

き。 

規定に基づき共済組合で

算定し、かつ実費の範囲

内の額のうち７割 (義務

教育就学前は８割、70

歳以上 75 歳未満は８割

又は７割) 

①のとき 

２頁「療養費」

と同じ 

 

②のとき 

●療養費・家族

療養費請求書 

●作成指示書 

●領収書 (原本) 

●検査結果 

組
合
員
・
被
扶
養
者
の
高
額
な
医
療
費 

高  額 

療養費 

■ 

同一月に一つの病院等か

ら受けた療養に係る自己

負担額 (窓口負担額) が

著しく高額であるとき。 

共済組合に「限度額適

用認定証」を申請し、

交付を受け、医療機関

窓口に提示してくださ

い｡ 

この手続を行うことに

より、組合員の窓口負

担額が軽減されます｡ 

自己負担額－{80,100 円 

＋(医療費－267,000 円) 

×0.01} 

(世帯合算、年間多数回

該当世帯等の特例あり) 
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給付事由 給付名称 給 付 要 件  給 付 額 主な必要書類 

移 送 

移送費 

▲ 

家  族 

移送費 

▲ 

組合員又は被扶養者の病

状が重体で、収容された

施設で治療困難なため、

医師の指示により緊急に

別の病院又は診療所に収

容を要するとき。 

実際に移送に要した

費用の額を基準とし

て共済組合が査定し

た額 

●移送費・家族移

送費請求書  

●医師の意見書 

●移送に要した費

用の証明書 

出 産 

出 産 費 

(同附加金) 

▲ 

組合員が出産したとき。 

子１人につき 

500,000円 

（産科医療補償制度

の対象分娩でない場

合は 488,000 円） 

 

附加金 

子１人につき 

50,000 円 

●出産費・家族出

産費・同附加金

請求書 

●費用の内訳を記

した明細書 (出

産年月日、出産

児数、代理受取

額等の記載があ

るもの) 

●代理契約に関す

る医療機関との

合意文書 

 

   

 家   族 

出 産 費 

(同附加金) 

▲ 

被扶養者が出産したとき。  子１人につき 

500,000円  

（産科医療補償制度

の対象分娩でない場

合は 488,000 円） 

 

附加金 

子１人につき 

50,000 円 
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給付事由 給付名称 給 付 要 件  給 付 額 主な必要書類 

死 亡 

埋葬料 

（同附加金） 

▲ 

組合員が死亡したとき。 
50,000 円 

附加金 25,000円 

 

●埋葬料・同附加

金請求書 

●死亡の事実を証

明する書類 

●埋葬に要した費

用の領収明細書 

(被扶養者でない

人が請求すると

き) 

家  族 

埋葬 料 

(同附加金) 

▲ 

被扶養者が死亡したとき。  
50,000 円 

附加金 25,000円 

 

●家族埋葬料・同

附加金請求書 

●死亡の事実を証

明する書類 
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給付事由 給付名称 給 付 要 件  給 付 額 主な必要書類 

災害 

死亡 

弔慰金 

▲ 

組合員が水震火災その他

の非常災害により死亡し

たとき。 

請求前に共済組合に連

絡してください｡ 

任意継続掛金の基礎と

なった標準報酬月額の

１月分 

●弔慰金請求書 

●事故報告書 

●死亡の事実を証

明する書類 

●遺族の順位を証

明できる書類 

家  族 

弔慰金 

▲ 

被扶養者が水震火災その

他の非常災害により死亡

したとき。 

請求前に共済組合に連

絡してください｡ 

任意継続掛金の基礎と

なった標準報酬月額の

１月分 

×70／100 

●家族弔慰金請求書  

●事故報告書 

●死亡の事実を証

明する書類 

災害 

災  害 

見舞金 

▲ 

組合員が水震火災その他

の非常災害により、その

住居や家財に損害を受け

たとき。 

該当の場合は早めに、

共済組合に連絡してく

ださい｡ 

損害の程度に応じて任

意継続掛金の基礎とな

った標準報酬月額の

0.5 月分から３月分 

●災害見舞金請求書  

●り災証明書 

●り災状況等報告書  

●家財被害状況内

訳書 

●家屋平面図 

●り災部分等の写真  

等 

※ 短期給付の時効は２年間です。
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公立学校共済組合任意継続組合員短期給付と国民健康保険給付との比較 

公立学校共済組合 任意継続組合員 
 

国 民 健 康 保 険 

短 
 
 
 

期 
 
 
 

給 
 

 
 

付 

法 
 
 
 

定 
 
 
 

給 
 

 
 

付 

保 
 
 
 

健 
 
 
 

給 
 

 
 

付 

組 
 

合 
 

員 

療養の給付 

病気・負傷 

 

法 

定 

給 
付 

保 

険 
給 

付 

被 
保 

険 

者 

療養の給付 

病気・負傷 

入院時食事療養費  入院時食事療養費 

療養費  療養費 

訪問看護療養費  訪問看護療養費 

移送費  移送費 

高額療養費  高額療養費 

高額介護合算療養費  高額介護合算療養費 

出産費 出 産  出産育児一時金 出 産 

埋葬料 死 亡  埋葬料 死 亡 

被 

扶 

養 

者 

家族療養の給付 

病気・負傷 

 
※ 国民健康保険は、被扶養者の概念がありま

せん｡世帯単位で、各々が加入する保険制度で

す｡ 

※ 保険者によっては、このほかに任意給付が

実施されていることがあります。 

入院時食事療養費  

家族療養費  

家族訪問看護療養費  

家族移送費  

高額療養費  

家族出産費 出 産  

家族埋葬料 死 亡       

災

害

給

付 

組
合
員 

弔慰金 災害死亡       

災害見舞金 災 害       

被
扶
養
者 

家族弔慰金 災害死亡 
      

      

付 

加 

給 

付 

組
合
員 

一部負担金払戻金 病気・負傷       

出産費附加金 出 産       

埋葬料附加金 死 亡       

被
扶
養
者 

家族療養費附加金 
病気・負傷 

      

家族訪問看護附加金       

家族出産費附加金 出 産       

家族埋葬料附加金 死 亡       

※ 任意継続組合員制度には、休業給付がありませ

ん。ただし、組合員資格喪失後の短期給付として、

傷病手当金等の給付を受けられることがあります。 

※ 網掛部分は、共済組合独自の給付です。 

      

 



年１回口座振替 年２回口座振替

毎月口座振替 毎月払込通知書

　地方公務員等共済組合法第144条の2第1項の規定により、任意継続組合員となることを希望するので申し出ます。

公立学校共済組合広島支部長　様

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

所属所コード

退職時の所属機関 所在地

所属所名

所属所長氏名

電話番号

漢
字

住 所

性　別

任意継続組合員申出書兼預金口座振替依頼書

(２枚中１枚目）

組　　　　合　　　　員 生　年　月　日

退職時の組合員証番号

Ｘ

※掛金の払込方法を口座振替にする
場合、様式２枚目に広島銀行届出印
を押印して、広島銀行に提出してく
ださい。

１　掛金払込を口座振替（「掛金の払込方法」の１～３）にする場合
　①　様式１枚目と２枚目をセットとして、広島銀行（どの本支店でも可）に提出
　②　２枚目を広島銀行に提出し、１枚目の「金融機関確認印欄」に金融機関確認印を受ける
　③　１枚目に所属所受付印と所属所長の証明を受けて共済組合に提出

受付印は省略不可

【書類の提出方法】（内容に不備のないものを期限内に提出してください）

 ※ 現職時に認定されている被扶養者については被扶養者証が発行されます。
　　取消事由が発生した場合は取消の手続きが必要ですので、必ず取消の被扶養者申告書を提出してください。

郵 便 番 号

フ
リ
ガ
ナ

区
町
村

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

日中連絡のとれる番号（携帯番号、可）

女

所属所受付印（日）欄

昭和
平成

年

日

組 合 員 期 間

 【提出期限】
  退職日から起算して20日以内(共済組合必着)
 （例）3月31日退職 ⇒ 4月19日必着(閉庁日の場合は直前の開庁日)

年

男 ・

共 済 資 格 取 得 年 月 日

月

（退職日以降の日付とする）

（退職日以降の日付とする）

か月

令和 　　年　　　月　　　日

確
認
事
項

金　融　機　関　使　用　欄

広島銀行の口座を記入　他の金融機関は不可

平成
令和

年

金融機関確認印欄
１　金融機関名

２　店舗名

３　口座番号

４　届出印

日

掛金口座振替・給付金口座

1 6 9

口　座　番　号
（右詰めで記入）

昭和
年

 指 定 金 融 機 関 

0

広島銀行

令和

●掛　金　の　払　込　方　法
(右の番号のうち１つを○で囲む。原則として口座振替（１～３）とし、やむを得ない場合
のみ４（金融機関窓口にて払い込む必要あり）とする。）

 本 支 店 名 

月

令和

申出者氏名

月 日年

普
通

退　職　年　月　日

２.

３. ４.

科
目

任意継続組合員証番号

市
 

郡

２　掛金払込を金融機関窓口で払込（「掛金の払込方法」の４.毎月払込通知書）にする場合
　　様式１枚目に所属所受付印と所属所長の証明を受けて共済組合に提出（様式２枚目の提出は不要）

―

月 日

１.

印

申出者⇒広島銀行（掛金口座振替の場合）⇒申出者⇒所属所長⇒申出者⇒共済組合提出

（R5.6）§15-001③



指 定 金 融 機 関　

―　預金口座振替規定　―

1. 銀行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。

 　この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。

2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。）を

 　こえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。

　 ない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえあり

　 ません。

4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷惑をかけません。

以上

お届け印

金
融
機
関
届
出
印

科
目

口　座　番　号
（右詰めで記入）

3. この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり組合から請求が

検印
 指 定 金 融 機 関 

日

ご依頼人
(預金者)

令和 年

御　中

月

私は、公立学校共済組合広島支部に支払うべき任意継続組合員の掛金を私名義口座からの口座振替によって支払うことにしたいので、下記の事項を確認の上依頼します。

（広島銀行に書類を提出
　する日とする）

 振 替 日

 振替金額

広島銀行

0 1

公立学校共済組合広島支部が指定する金額

6 9

22日（４月のみ19日）
[金融機関休業日の場合は翌営業日]

普
通

口　　　座　　　名　　　義
フ

リ

ガ

ナ

任意継続組合員申出書兼預金口座振替依頼書

(２枚中２枚目）

氏
名

受付印

印鑑照合

掛金口座振替・給付金口座（１枚目と同じものを記入）

 本 支 店 名 

申出者⇒広島銀行提出（掛金口座振替の場合のみ）

金
融
機
関
使
用
欄

（不備返却事由）

⒈ 預金取引なし

⒉ 記載事項等相違

店名、預金種目、口座番号、口座名義

⒊ 印鑑相違

⒋ その他

（備考）

【広島銀行確認事項】

１ １枚目と２枚目がセットで提出されていることを確認。

２ １枚目の「掛金の払込方法」欄で、口座振替（１～３）が選択されていることを確認。

３ １枚目と２枚目の氏名（フリガナ）、金融機関（コード）、店名（コード）、口座番号が一致していることを確認。

４ ２枚目について、預金取引があるか、記載事項等相違がないか、印鑑相違がないか確認。

５ １～４に不備がなければ、１枚目の「金融機関確認印欄」に確認印を押印し、１枚目のみ申出人に返却。

２枚目は貴機関で受領し、口座振替手続を実施。

６ 不備がある場合は、本人にその旨を説明し、１枚目に確認印を押印せず、１枚目と２枚目を本人に返却。

訂正を行う場合は、訂正箇所を二重線で抹消して金融機関届出印

を押印し、余白に訂正事項を記入してください。

（R5.6）§15-001④  



年１回口座振替 年２回口座振替

毎月口座振替 毎月払込通知書

　地方公務員等共済組合法第144条の2第1項の規定により、任意継続組合員となることを希望するので申し出ます。

公立学校共済組合広島支部長　様

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

所属所コード

退職時の所属機関 所在地

所属所名

所属所長氏名

電話番号

5

令和 ○○　年　３　月　３１ 日 （退職日以降の日付とする）

1 2 3 4

○○市○○区○○町一丁目１－１

○○市立○○小学校

公立　薫

（０８２）１２３－４５６７

日 （退職日以降の日付とする）

申出者氏名 学校　一郎

5 6

広島銀行の口座を記入　他の金融機関は不可

 ※ 現職時に認定されている被扶養者については被扶養者証が発行されます。
　　取消事由が発生した場合は取消の手続きが必要ですので、必ず取消の被扶養者申告書を提出してください。

令和 ○○ 年 3 月 31

普
通

0 1 2 3 4

掛金口座振替・給付金口座 金　融　機　関　使　用　欄

 指 定 金 融 機 関  本 支 店 名 
科
目

口　座　番　号
（右詰めで記入） 確

認
事
項

１　金融機関名

２　店舗名

３　口座番号

４　届出印

金融機関確認印欄

広島銀行 ○○支店

0 1 6 9 5 6 7

●掛　金　の　払　込　方　法 １. ２.
(右の番号のうち１つを○で囲む。原則として口座振替（１～３）とし、やむを得ない場
合のみ４（金融機関窓口にて払い込む必要あり）とする。）

３. ４.

0 1 3 8 0 0日 年 か月○ ○ 0 3 3 1
昭和

令和 年 月 日 年 月5 9 0 4平成
令和

― ○ ○ ○ ○

退　職　年　月　日 共 済 資 格 取 得 年 月 日 組 合 員 期 間

氏
名 学校　　一郎

日中連絡のとれる番号（携帯番号、可）

0 9 0 1 2 3 4

男 ・ 女
昭和 3 6 0 7 0年 月 1

組　　　　合　　　　員 生　年　月　日 性　別
フ
リ
ガ
ナ

カ ゛ ッ コ ウ
平成

イ チ ロ ウ 日

漢
字

広島
市

 

郡
中

区
町
村

　　基 町　  ９ 番　  ４２ 号

4
モ ト マロ シ マ シ

所属所受付印（日）欄

任意継続組合員申出書兼預金口座振替依頼書

(２枚中１枚目）

任意継続組合員証番号 Ｘ
 【提出期限】
  退職日から起算して20日以内(共済組合必着)
 （例）3月31日退職 ⇒ 4月19日必着(閉庁日の場合は直前の開庁日)

退職時の組合員証番号 6 5 4 3 2 1

郵 便 番 号 住 所

フ
リ
ガ
ナ

ヒ ナ
7 3 0 8 5 1

チ 9 ― 4 2カ ク

任意継続組合員制度に加入される方へ

「任意継続組合員申出書」を退職日から起算して20日以内（共済組合必着）に提出してください。

記入例（両面印刷）を参照の上、不備のない状態のものを期限内に提出してください。

  ※御不明な点がありましたら、短期給付係 （082）513-4957 まで連絡してください。

提出先： 〒730-8514 広島市中区基町9-42 広島県教育委員会事務局管理部健康福利課内

公立学校共済組合広島支部 短期給付係

所属所が受け付けた日

受付

○○．○．○

○○小学校

記入例

③

④

①

②

⑧
○○.○.○○

広島銀行

掛金の払込方法を口座振替にする場合

 ➊ 口座振替の金融機関は広島銀行のみ（他の金融機関は不可）

➋ 指定金融機関（広島銀行）、本支店、口座番号等の欄を記入 

 ➌ ２枚目の「預金口座振替依頼書」に金融機関届出印を押印

 ➍ １枚目及び２枚目を広島銀行に提出（提出先はどの本支店でも可）

 ➎ 広島銀行で１枚目に確認印を受ける

退職時の所属所で受付印とこの欄

の証明を受けてください。

受付印省略不可

退職日以降の日付

「４. 毎月振込通知書」の場合、振込手数料は

本人負担となります。

⑤ ⑥

⑦

⑨

（R5.6）§15-001②



水色の箇所を記入してください。

掛金の払込方法が口座振替の場合は、１枚目及び２枚目を記入して、両方を広島銀行の窓口に提出してく

ださい。１枚目に広島銀行が確認印を押印し、返却しますので、退職時の所属所で所属機関欄及び受付印

等の証明を受けてから、共済組合に提出してください。（所属所の受付印等がないものは受理できません。）

※　掛金払込方法が毎月払込通知書の場合は、１枚目のみ所属所受付印・証明を受けて共済組合に提出

① 住所のフリガナ欄は左から記入し、市郡・区町村の間は1字分あけてください。

② 組合員氏名のフリガナ欄は左から記入し、姓・名の間は1字分あけてください。

③ 生年月日の年号・性別は該当の文字を○で囲んでください。

④ 退職後、日中連絡のとれる電話番号を記入してください。携帯電話を記入する場合は、ハイフンを除いて

　　記入してください。

⑤ 共済資格取得年月日欄は、組合員証に記載の資格取得年月日を記入してください。（他の公務員共済

　  組合の期間から引き続いて公立学校共済組合員となった場合や、任用種別の変更で組合員証番号が

⑥ 組合員期間欄は、共済資格取得年月日からの期間を記入してください。

⑦ 掛金の払込方法は１から４のうち希望する番号に必ず○をしてください。

⑧ 払込を口座振替にする場合は、広島銀行の口座にしてください。（広島銀行以外は不可）
　  本支店名、口座番号欄は預金通帳で確認し、正確に記入してください。

   　　　　　　 ・ 払込を口座振替にする場合、申出書の１枚目に広島銀行の証明を受けてください。

      　　　　　・ ２枚目の「預金口座振替依頼書」は広島銀行に提出してください。

        　　　 　 （提出先は広島銀行のどの本支店でも可）

⑨ 預金の口座番号は、右詰めで記入してください。

※ 払込を口座振替にする場合で、氏名欄・指定金融機関欄・本支店名欄・口座番号欄を訂正するときは、

    二本線を引いた上で、２枚目の「預金口座振替依頼書」にのみ金融機関届出印を押印してください。

※ １枚目の「任意継続組合員申出書」の訂正に押印は不要です。

　　現職時に認定されている被扶養者については被扶養者証が発行されます。

    就職や扶養替え等が発生した場合は、取消の手続が必要です。必ず取消の被扶養者申告書を

    提出してください。

記入誤りや押印もれ等がないかをチェックリストで確認してみましょう！
（内容に不備がある場合、申出書が受理できず、任意継続組合員制度に加入できません。）

□ 退職日までに引き続き１年と１日以上組合員でしたか？（１年以内は加入資格なし）

□ 連絡先の電話番号は記入しましたか？

□ 所属所の受付印はありますか？

□ 掛金の払込方法は、希望の番号を○で囲んでいますか？

□ 提出期限は間に合っていますか？（退職の日を含めて20日以内に共済組合必着です。）

　　　【払込方法を口座振替にする場合】

□ 金融機関は広島銀行の本人名義の口座になっていますか？

□ 広島銀行の確認印はありますか？

□ ２枚目の「預金口座振替依頼書」は広島銀行に提出しましたか？

　　　　変更となった場合は、引き続いている以前の資格取得年月日を記入してください。)

任意継続組合員申出書の記入上の注意

注意

（R5.6）§15-001②



（R5.10） §15-004 

             ※共済組合記入欄 

証回収年月日 ・    ・ 本 ・ 配 ・ 子 

還 付 対 象 

前 納 掛 金 

①年１口振 ②年２口振 ③毎月口振 ④毎月払込 

令和  年  月分～令和  年  月分まで（計 か月分） 

 

任意継続組合員 取下書 兼 掛金還付請求書 
  

公立学校共済組合広島支部長 様 

  申出日 令和   年   月   日 

組合員証番号  氏 名  

 

１ 任意継続組合員の取下げについて 

私は、任意継続組合員申出書を提出しましたが、次の理由により取り下げます。 
 

 取 下 げ 理 由 （該当する理由に◯を記入） 提 出 期 限 

○ 
① 退職日の翌日から再就職し、再就職先の医療保険に

加入する。 

速やかに 

（再就職が決まり次第すぐに

提出） 

○ 
② 国民健康保険に加入する。もしくは、家族が加入す

る医療保険の被扶養者になる。 
退職日を含めて20日以内※  

※ ②の場合、退職日を含めて20日を過ぎて当支部が受理した場合、取下げできません。 

任意継続組合員の資格を取得することになりますので、掛金が発生します。 
  

２ 取下げに伴う添付書類の提出について 

取下げに伴い、次のとおり添付書類を提出します。 

添付書類 提出の要否 
提出前 
チェック欄 

任意継続組合員証・

被扶養者証 等 
提出時点で交付を受けている。 

○ は い⇒添付して返却 ○ 

○ いいえ⇒添付不要  

就職先で交付された

保険証の写し※ 

取下げの理由が ①再就職で、取下書の提出日が4/1以降⇒添付必要 ○ 

取下げの理由が 
①再就職で、取下書を３月中に提出 

②国保加入・家族の被扶養者 
 

※  再就職先の医療保険が公立学校共済組合広島支部である場合は、辞令書の写しでも可。 

会計年度任用職員は併せて勤務労働条件説明書の写しを提出してください。 
 

３ 任意継続組合員の取下げに伴う掛金の還付について 

取下げに伴い掛金に過納が生じた場合、次の口座への還付を請求します。 

掛金還付金先口座 
（該当する口座に◯を記入してください。記入がない場合は、①の「共済組合登録口座」に還付します。） 

○ 
①共済組合登録口座 
(広銀掛金口座振替・給付

金口座) 

 金融機関名・本支店名 銀行 本・支店 

 金融機関コード・本支店コード          

○ 
②その他の指定口座 
(①以外の口座への還付を 

希望する場合) 
 

預

金

種

別 

普通 

口

座

番

号 

       
名
義
人 

（
カ
ナ
） 

※請求者本人名義に限る 

※ ４月以降に取下書を提出する場合、いったん掛金が口座振替され、還付が発生する場合があります。 

振込前に「還付通知書」を送付しますので、還付金額等をご確認ください。 
 

年度末退職者用 

任意継続組合員に     

１日も加入しない場合に提出 

②の場合、 

還付指定口座

を記入 

太枠内を記入してください。 

⇒添付不要 



※共済組合記入欄

①年１口振　②年２口振　③毎月口振　④毎月払込

１ 任意継続組合員の資格喪失について

提　出　前

チェック欄

・任意継続組合員証・被扶養者証 ○

・就職先で交付された保険証の写し等

○

○

２ 任意継続組合員の資格喪失に伴う掛金の還付について　※還付が発生しない場合もあります。

 　 掛金還付先口座

　（該当する口座に◯を記入してください。記入がない場合は、①の「共済組合登録口座」に還付します。）

預
金
種
別

口
座
番
号

名
義
人

(

ｶ
ﾅ
）

３ 共済組合登録情報の変更に係る同意について

年 月 日

○ ○ 子
○

〒 -

※　資格喪失理由が②の場合、資格喪失証明書は発行しません。必要な場合は申し出てください。
※　掛金還付が発生した場合、振込前に「還付通知書」を送付しますので、還付金額等をご確認ください。

○
※請求者本人名義に限る

・組合員本人と還付請求者との関係が確認できる書類の写し
（戸籍謄本等)

○

金融機関コード・本支店コード

住　所

　申出者　兼　掛金還付請求者

）

記　号　番　号

  の写しとし、会計年度任用職員は併せて勤務労働条件説明書の写しも提出。

　資格喪失日は、この申出書を共済組合が受理した日の属する月の翌月の初日。

その他（　　　　）

本・支店

○

配偶者

普通

①共済組合登録口座
 (広銀掛金口座振替・給付金口座）

氏　名

組合員と申出者の続柄

―

申出日

銀行

令和

（

②その他の指定口座
（①以外の口座へ還付を希望する場合。
　組合員死亡の場合、相続人口座を記入）

金融機関名・本支店名

任意継続組合員

令和　　　年　　　月　　　日

任継継続組合員証

○

電話番号

　上記のとおり申し出ます。

任継組合員死亡の場合

　公立広島　Ｘ

②再就職し、再就職先の医療保険に加入する。

○

公立学校共済組合広島支部長 様

証回収年月日

　資格喪失に伴い掛金に過納が生じた場合、次の口座への還付を請求します。

・任意継続組合員証・被扶養者証③任意継続組合員が死亡した。

氏　　　名

①国民健康保険に加入する。もしくは、家族が
  加入する医療保険の被扶養者になる。

還付対象
前納掛金 令和　 年　 月分～令和　 年　 月分まで（計  か月分）

任意継続組合員　資格喪失申出書　兼　掛金還付請求書

○

令和　　　年　　　月　　　日

　私は、地方公務員等共済組合法第144条の２第５項の規定により、次の理由で任意継続組合員の資格の
喪失を申し出ます。(理由が②及び③の場合は、資格喪失の事実を確認できる書類として、次の「添付が
必要な書類」を併せて提出します。)

【死亡年月日】

　この申出書に記載の任意継続組合員の氏名・住所が、共済組合登録済みの氏名・住所と異なる場合、
登録内容を変更し、今後はこの申出書の住所へ書類を送付することに同意します。

　本　・ 　配　 ・　子　　　

・死亡日が確認できる書類の写し（死亡診断書等）

添付が必要な書類　等

○

　ただし、再就職先の医療保険が公立学校共済組合広島支部である場合は、辞令書【加入年月日】

　当支部が交付している任意継続組合員証及び被扶養者証等
は、資格喪失日以降、速やかに当支部に返納してください。

資格喪失理由（該当する理由に◯を記入）

資格喪失理由が
①国保加入・被扶養者又は
②再就職
の場合は、必ず任意継続組合員本人
が申出者として記入してください。

③任継組合員死亡の場合は
先順位相続人が申出者兼還付請求者
となりますので、相続人について記入
してください。

②の場合、

還付指定口座を

記入。

太枠内及び下線部の

必要事項を記入してください。

（R5.10）　§15-002



※共済組合記入欄

①年１口振　②年２口振　③毎月口振　④毎月払込

１ 任意継続組合員の資格喪失について

提　出　前

チェック欄

・任意継続組合員証・被扶養者証 ○

・就職先で交付された保険証の写し等

○

○

２ 任意継続組合員の資格喪失に伴う掛金の還付について　※還付が発生しない場合もあります。

 　 掛金還付先口座

　（該当する口座に◯を記入してください。記入がない場合は、①の「共済組合登録口座」に還付します。）

預
金
種
別

口
座
番
号

名
義
人

(

ｶ
ﾅ
）

３ 共済組合登録情報の変更に係る同意について

○ 年 8 月 10 日

○ ○ 子
○

〒 7 2 9 - 1 2 3 4

※　資格喪失理由が②の場合、資格喪失証明書は発行しません。必要な場合は申し出てください。
※　掛金還付が発生した場合、振込前に「還付通知書」を送付しますので、還付金額等をご確認ください。

証回収年月日 　本　・ 　配　 ・　子　　　

還付対象
前納掛金 令和　 年　 月分～令和　 年　 月分まで（計  か月分）

任意継続組合員　資格喪失申出書　兼　掛金還付請求書

任継継続組合員証
　公立広島　Ｘ　１２３４５ 任意継続組合員 　広島　次郎記　号　番　号 氏　　　名

　私は、地方公務員等共済組合法第144条の２第５項の規定により、次の理由で任意継続組合員の資格の
喪失を申し出ます。(理由が②及び③の場合は、資格喪失の事実を確認できる書類として、次の「添付が
必要な書類」を併せて提出します。)

資格喪失理由（該当する理由に◯を記入） 添付が必要な書類　等

○
①国民健康保険に加入する。もしくは、家族が
  加入する医療保険の被扶養者になる。

　当支部が交付している任意継続組合員証及び被扶養者証等
は、資格喪失日以降、速やかに当支部に返納してください。

　資格喪失日は、この申出書を共済組合が受理した日の属する月の翌月の初日。

○

②再就職し、再就職先の医療保険に加入する。

【加入年月日】 令和　○　年　８　月　１　日 ○　ただし、再就職先の医療保険が公立学校共済組合広島支部である場合は、辞令書

  の写しとし、会計年度任用職員は併せて勤務労働条件説明書の写しも提出。

○

③任意継続組合員が死亡した。 ・任意継続組合員証・被扶養者証

【死亡年月日】 令和　　　年　　　月　　　日
・死亡日が確認できる書類の写し（死亡診断書等）

・組合員本人と還付請求者との関係が確認できる書類の写し
（戸籍謄本等)

○

　資格喪失に伴い掛金に過納が生じた場合、次の口座への還付を請求します。

○
①共済組合登録口座
 (広銀掛金口座振替・給付金口座）

金融機関名・本支店名 銀行 本・支店

金融機関コード・本支店コード

○
②その他の指定口座
（①以外の口座へ還付を希望する場合。
　組合員死亡の場合、相続人口座を記入）

普通

※請求者本人名義に限る

　この申出書に記載の任意継続組合員の氏名・住所が、共済組合登録済みの氏名・住所と異なる場合、
登録内容を変更し、今後はこの申出書の住所へ書類を送付することに同意します。

　上記のとおり申し出ます。

公立学校共済組合広島支部長 様

申出日 令和

　申出者　兼　掛金還付請求者

氏　名
　広島　次郎

任継組合員死亡の場合 配偶者

組合員と申出者の続柄 その他（　　　　）

住　所
 ○○市○区△△２丁目３－11

電話番号 （ 090 ） 1234 ― 5678

資格喪失理由が
①国保加入・被扶養者又は
②再就職
の場合は、必ず任意継続組合員本人
が申出者として記入してください。

③任継組合員死亡の場合は
先順位相続人が申出者兼還付請求者
となりますので、相続人について記入
してください。

②の場合、

還付指定口座を

記入。

太枠内及び下線部の

必要事項を記入してください。

提出前に、添付書類が揃っているか、チェック
欄で確認してください。

「②再就職」の場合は、
・ 任意継続組合員証等
・就職先で新しく交付された保険証の写し等

資格喪失により掛金の還付が発生した場合、ご指定の口座に
還付します。

①の共済組合登録口座は、「任意継続組合員申出書」で登録
した広島銀行の口座です。
①以外の口座への還付を希望する場合は、②を選択し、振込
口座の情報を記入してください。

（R5.10）　§15-003



　

被扶養者証等添付　　　　　　　

円

－

〒 －

別居の場合は現住所を記入

〒 －

１．留学　　　　２．外国に赴任する組合員に同行　　

３．就労以外の目的で一時的に海外に渡航

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日

・ ・

年 月 日

年 月 日

年

　

－

年 月 日 申告者

年 月 日

３　共済組合記入欄は記入しないでください。

※　共済組合記入欄

決　裁 係員 担当者 備考

令和 　  年 　　 月 　  日判定 認定　・　取消　・　非該当　・　不認定 年月日

１　この申告書の裏面に記載している必要書類を添付の上、提出してください。

所属所名

所属所長　職・氏名

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

２　扶養手当の欄は、認定申告するときのみ所管の給与事務担当者が記入してください。 共済組合受付印

※ 所属所記入欄（該当項目にチェック）
個人番号報告書及び送付票の添付状況

　□　本申告書に同封　□　本申告書と同日に別便で送付
　□　後日送付　　　　□　提出不要（取消の場合等）　　□　その他（　　　　　　）

令和

　

㊞

認定年月日 令和

支給開始月 月分から支給

※認定申請時のみ

　国内居住要件の
　例外該当事由を選択

例外該当事由を満たす期間

被扶養者の要件を備え
又は欠くに至った理由

及びその年月日
令和

　　扶養手当「有」の場合、担当者確認欄の押印は必須
⇒　（この場合、本欄内の記載を訂正する際も訂正印が必須）

扶
養
手
当

支給の有無 有 申請中 無

有の場合、
記入・押印

届出事実発生年月日 令和

令和

給与事務
担当者の
確　　認

職名

氏名

・

４．組合員が海外赴任中に身分関係が発生　５．その他（　　　　　）

日
続柄

月 日

月

平成 受付印は省略不可

平成

令和 性別 男 ・ 女

年

昭和
年

昭和

職　　業

※　20歳以上60歳未満の配偶者の場合、基礎年金番号を記入。
　 　認定の場合及び保険証の取得以外の理由で取消の場合、
 　　国民年金第３号被保険者関係届の提出が必要です。

年間収入見込額

基礎年金番号※

Ｘ 生年月日

認
定

（
取
消

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

フリガナ
氏　　名

生年月日

住
　
　
所

現 住 所
組合員との
同　別　居

同　居

別　居

住民票の
住　　所

住民票の
有　　無

あ　り 住民票の住所を記入　※現住所と同じ場合は省略可

・

な　し

所属所名

 この申告書は、被扶養者の要件を備えるに至った場合はその日から30日以内に、 ※共済組合記入欄

 欠くに至った場合は被扶養者証を添付の上、速やかに提出してください。 被扶養者証送付年月日

被  扶  養  者  申  告  書
年　　月　　日

資格喪失証明書送付年月日

年　　月　　日

申請区分（どちらかを○で囲んでください。） 第３号被保険者関係届 有・無

所属所コード

認　　　定　　　・　　　取　　　消
枚

（　資格喪失証明書　　要  ・  不要　 ）　　　 所属所受付印欄

組
合
員

フリガナ
組合員氏名

組合員証番号

上記のとおり申告します。

住 所公立学校共済組合広島支部長　様

令和

氏 名



１　認定を申請するときに必要な書類

●被扶養者の要件を備えた日を確認できる書類（例）

２　取消を申請するときに必要な書類

●被扶養者の要件を欠くに至った理由を確認できる書類（例）

※１　他支部及び他の公務員共済組合から転入した組合員、又は当支部において組合員であった前の期間から１日も空けずに再度資格取得した組合員が、
　　元々被扶養者であった者を引き続き被扶養者として申請する場合、転入前又は前の組合員期間に交付を受けていた被扶養者証の写しのみを被扶養者
　　申告書に添付して提出することができます。（被扶養者証の写しが提出できない場合、新規の認定と同様の書類を添付。ただし、再度資格取得の
　　組合員で前の被扶養者証を当支部にすでに返却したために被扶養者証の写しが添付できない場合は、被扶養者申告書の欄外にその旨を記入すること
　　で差し支えないこととします。）

20歳以上60歳未満の配偶者の場合、取消理由が保険証の取得以外であれば必要

 ※ 転職・復職等で昨年と収入が異なる場合は、現在の給与明細書等が必要

※２　共同扶養者に該当する者がいる場合、扶養手当の認定の有無に関わらず、収入比較書類は必ず提出してください。
　　　【例外】共同扶養者が次のいずれかに該当する場合は提出不要です。　・組合員の被扶養者　・公立学校共済組合員

【次のいずれかを提出】

住民票の写し、住民票記載事項証明書

続柄等確認書（住民票の写しにより住所を確認したもの）等

第三号 国民年金第３号被保険者関係届
 ※ 組合員が、65歳以上又は任意継続組合員の場合は、提出不要

共同
扶養

組合員及び共同扶養者の収入比較書類
　　　　　　　　　　　　　　　　※２

20歳以上60歳未満の配偶者を扶養認定する場合は提出

不要

【共同扶養者がいる場合に提出】

必要に応じて提出を依頼する場合があります。

　　　①組合員及び認定対象者が同一世帯（住民票に両者の記載あり）

戸籍記載事項証明書・母子手帳の写し・続柄等確認書　等

住民票の写し（①②の要件をいずれも満たす場合のみ）

不要

不要

収入の不安定な人が４か月連続して108,334円以上になった

その他 その他事実発生年月日が確認できる書類

日額3,612円以上の雇用保険の受給が始まった 雇用保険受給資格者証（両面）の写し

事業等の収入が130万円以上になったことが確定申告で判明した 確定申告書及び収支内訳書の写し

公的年金額が180万円以上になった 年金額改定通知書の写し等

限度額を超える対象月分を含む過去５か月分の給与支給明細書の写し

第三号

主な理由 提出書類の内容等

就職し、新しい保険証の交付を受けた 新しく交付された保険証の写し

就職により向こう１年間の収入が限度額を超える見込みが立った

収入の不安定な人の12か月の支給累計額が130万円以上になった

収入の逆転による扶養替え
収入の逆転がわかるもの（辞令書の写し・源泉徴収票の写し　等）

被扶養者として認定されていた医療保険の被扶養者資格喪失証明書等

その他

収入限度額を超える対象月を含む過去13か月分の給与支給明細書の写し

雇用契約書・勤務条件説明書の写し等雇用条件のわかる書類

チェック欄提出書類

被扶養者申告書（取消）

被扶養者証　等

取消年月日を確認できる書類

国民年金第３号被保険者関係届

提出書類の内容等

主　な　理　由 提出書類の内容等

その他事実発生日が確認できる書類

取消

出生 住民票の写し・住民票記載事項証明書・出生届受理証明書・母子手帳の写し　等

結婚 戸籍記載事項証明書・婚姻届受理証明書　等

認定を受ける者の退職 退職辞令書の写し・離職票の写し・雇用保険受給資格者証の写し　等

非常勤講師の任用期間終了 退職辞令書の写し・勤務条件説明書の写し　等

雇用保険の受給終了 雇用保険受給資格者証（両面）の写し

様式集§7-001

限度額適用認定証・高齢受給者証等を含む。

●被扶養者の要件を欠くに至った理由を確認できる書類（例）のとおり。

被扶養者申告書（認定）

認定 扶養事実申立書

様式集§7-001

様式集§7-009

被扶養者の要件を備えた日を確認できる書類

提　出　書　類　　※１ 提出書類の内容等

チェック欄

有
申請中・

無

扶養手当

その他の書類

●被扶養者の要件を備えた日を確認できる書類（例）のとおり。

住民票の写し(日本国内に住民票がある場合)
国内
居住
要件

続柄
等

同居が認定要件となる場合（手引§７参照）のみ提出が必要

組合員との続柄が確認できる書類

（日本国内に住民票がない場合、手引§７参照）

【次のいずれかを提出】

国内居住要件の例外に該当することの確認書類

組合員との同居を明らかにする証明書

収入
内容

収入内容確認書類

「扶養事実申立書」の２の表の右部「「申請中・無」の場合の収入内容確認
書類」のとおり。

 ※ 義務教育修了前で収入がない場合は提出不要

その他

組合員：所得証明書等（組合員が主たる扶養者であることがわかるもの）

相　手：所得証明書（確定申告をしている場合は確定申告書の写し）等

　　　②組合員又は認定対象者が世帯主である

様式集§7-014
個人
番号

被扶養者個人番号報告書

 ※ 所属所は個人番号報告書送付票（様式集§6-018）を作成して付すること

 ※ 取消、又は被扶養者であった者が引き続いて同じ組合員の被扶養者になる場合を除いて提出

本籍や個人番号の記載がないもの

本籍や個人番号の記載がないもの

源泉徴収票不可

組合員以外は源泉徴収票不可



 
 

 

被扶養者個人番号報告書 
 

組合員 

本人 

氏    名  所 属 所 名  

組合員証番号  所属コード  

 

被扶養者 

① 

個 人 番 号             

氏    名   

 

被扶養者 

② 

個 人 番 号             

氏    名   

 

被扶養者 

③ 

個 人 番 号             

氏    名   

 

１ この報告書は、「被扶養者申告書」を提出する際（被扶養者であった者が引き続き被扶

養者になる場合、及び被扶養者の要件を欠くに至った場合を除く。）に提出してください。 

２ 「個人番号」欄に、被扶養者の個人番号カード等に記載されている個人番号（12桁）を

記入してください。 

３ 被扶養者の個人番号等の確認は、組合員本人が行ってください。よって所属所に個人番

号カード等の確認書類を提示する必要はありません。 

４ この報告書を公立学校共済組合広島支部に提出する際、所属所は「個人番号報告書送付

票」を付してください。また、封筒に「個人番号関係書類在中」と朱書きし、該当者の「被

扶養者申告書」に関する書類以外は同封せずに、簡易書留郵便で提出してください。 

 

 この報告書は、「被扶養者申告書」を提出する際（被扶養者であった者が引き

続き被扶養者になる場合、及び被扶養者の要件を欠くに至った場合を除く。）に

提出してください。 

【個人番号の利用目的について】 

 当組合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表

第１の 24の項に規定する「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支

給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務」及び 39の項に規定する「地方公務員等共

済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公

務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務」

のために、個人番号を利用します。 



　

被扶養者証等添付　　　　　　　

円

－

〒 －

別居の場合は現住所を記入

〒 －

１．留学　　　　２．外国に赴任する組合員に同行　　

３．就労以外の目的で一時的に海外に渡航

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日

・ ・

年 月 日

年 月 日

年

　

7 6 5 － 4 3 2 1

年 月 日 申告者

年 月 日

上記のとおり申告します。

住 所公立学校共済組合広島支部長　様
〇〇市〇〇区〇〇三丁目２－１

令和 6 4 8

組合員証番号 Ⅹ ○ ○ ○ ○ ○ 生年月日

500,000

基礎年金番号※

・

４．組合員が海外赴任中に身分関係が発生　５．その他（　　　　　）

日

所属所名

 この申告書は、被扶養者の要件を備えるに至った場合はその日から30日以内に、 ※共済組合記入欄

 欠くに至った場合は被扶養者証を添付の上、速やかに提出してください。 被扶養者証送付年月日

被  扶  養  者  申  告  書
年　　月　　日

資格喪失証明書送付年月日

年　　月　　日

申請区分（どちらかを○で囲んでください。） 第３号被保険者関係届 有・無

広島　一郎
所属所コード

認　　　定　　　・　　　取　　　消
枚

（　資格喪失証明書　　要  ・  不要　 ）　　　 所属所受付印欄

組
合
員

フリガナ
組合員氏名

ヒロシマ　イチロウ

11

認
定

（
取
消

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

フリガナ
氏　　名

ヒロシマ　キミコ

生年月日

住
　
　
所

現 住 所
組合員との
同　別　居

同　居

別　居

住民票の
住　　所

住民票の
有　　無

あ　り 住民票の住所を記入　※現住所と同じ場合は省略可

・

な　し

昭和

○○
広島　公子

職　　業 アルバイト

※　20歳以上60歳未満の配偶者の場合、基礎年金番号を記入。
　 　認定の場合及び保険証の取得以外の理由で取消の場合、
 　　国民年金第３号被保険者関係届の提出が必要です。

年間収入見込額

続柄

月 5 日

月 1

平成 受付印は省略不可

二女
平成

令和 性別 男 ・ 女

年 8

昭和
○○ 年

※認定申請時のみ

　国内居住要件の
　例外該当事由を選択

例外該当事由を満たす期間

被扶養者の要件を備え
又は欠くに至った理由

及びその年月日

　　退職により収入が配偶者と逆転したことによる扶養替え（配偶者は○○保険組合加入）

令和 6 4 1
　　扶養手当「有」の場合、担当者確認欄の押印は必須
⇒　（この場合、本欄内の記載を訂正する際も訂正印が必須）

扶
養
手
当

支給の有無 有 申請中 無

有の場合、
記入・押印

届出事実発生年月日 令和

令和

給与事務
担当者の
確　　認

職名

氏名
㊞

認定年月日 令和

支給開始月 月分から支給

１　この申告書の裏面に記載している必要書類を添付の上、提出してください。

所属所名

　　広島　　一郎

所属所長　職・氏名

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

２　扶養手当の欄は、認定申告するときのみ所管の給与事務担当者が記入してください。 共済組合受付印

※ 所属所記入欄（該当項目にチェック）
個人番号報告書及び送付票の添付状況

　□　本申告書に同封　□　本申告書と同日に別便で送付
　□　後日送付　　　　☑　提出不要（取消の場合等）　　□　その他（　　　　　　）

令和

　

氏 名

３　共済組合記入欄は記入しないでください。

※　共済組合記入欄

決　裁 係員 担当者 備考

令和 　  年 　　 月 　  日判定 認定　・　取消　・　非該当　・　不認定 年月日

記入例



(R5.6)    §7-009 

扶 養 事 実 申 立 書 

 令和  年  月  日  

公立学校共済組合広島支部長 様 
 
 
１ 扶養事実について 

認定を受けようとする者の氏名  事実発生年月日 令和   年   月   日 

認定を受けようとする者（以下「認定対象者」）を扶養しなければいけない事情を具体的に記入してください。 

 

２ 認定対象者の収入見込みについて 

扶養手当の支給 
（該当に◯） 

◯ 有 収入内容を記入 「申請中・無」の場合の収入内容確認書類 

（義務教育終了前で収入がない場合は提出不要） ◯ 申請中・無 収入内容を記入の上、収入確認書類を添付 

収
入
内
容 

有
（
該
当
に
◯
を
し
、
金
額
を
記
入
） 

給与報酬 ◯ パート・アルバイト収入 月額 円 
●所得証明書又は確定申告書一式の写し 
●給与支給明細書の写し 

●雇用条件説明書等の写し等 

年  金 

◯ 老齢（退職）年金 

年額 

円 ●所得証明書又は確定申告書一式の写し 
※ 源泉徴収票は不可 

●最新の年金額を確認できる書類（年金証書・
年金額改定通知書・年金振込通知書等）の写
し 

◯ 遺族年金 円 

◯ 障害年金 円 

◯ 企業年金・個人年金等 円 

事業収入等 
◯ 事業・農林漁業・不動産等 

年額 
円 ●確定申告書（収支内訳書を含む。）一式の写し 

 ※ 所得証明書は不可 ◯ 資産収入（利子・配当等） 円 

そ の 他 

◯ 雇用保険 日額 円 
●所得証明書又は確定申告書一式の写し 
●支給額の確認できる書類の写し ◯ 手当金（傷病手当金・出産手当金等） 月額 円 

◯ その他【          】 月額 円 

無 収入なし ◯ 上記のいずれの収入もない 収入 ０ 円 ●所得証明書 
 
３ 扶養の状況について 

（１）組合員との確認 

認定対象者の居住状況に◯ 確   認   内   容 

◯ 組合員と同居  

◯ 
組合員と現住所は異なるが同居
に準じる（手引§7-002 参照） 

同居に準じる理由（該当の番号に◯）…①組合員の単身赴任 ②身体障害者授産施設に入所  
③知的障害者更生施設・知的障害者授産施設に入所 ④その他【            】 

◯ 組合員と別居 組合員からの送金額【年額       円】送金開始年月【令和   年   月から】 

※ 別居の場合、組合員の送金額が認定対象者の全収入（認定対象者の収入額と組合員等の送金総額の合計額）の１/３以上であることが必要です。 

検認時、送金確認書類（通帳の写し・口座振込依頼書の写し等）の提出が必要になるため、必ず保管しておいてください。 
 
（２）認定対象者を共同して扶養する者（以下「共同扶養者」）の確認 

認定対象者の続柄に◯ 次の共同扶養者について、該当に◯をし、下表を記入 

◯ 組合員の配偶者 ③その他の共同扶養者（配偶者の子・父母等） ◯ いる ◯ いない（下表記入不要） 

◯ 組合員の子（実子及び養子） 
①組合員の配偶者 ◯ いる ◯ いない 

③その他の共同扶養者（組合員・配偶者の父母等） ◯ いる ◯ いない（下表記入不要） 

◯ 組合員の父・母 
②父母の配偶者 ◯ いる ◯ いない 

③その他の共同扶養者（組合員の兄弟姉妹等） ◯ いる ◯ いない（下表記入不要） 

◯ その他（続柄      ） ③その他の共同扶養者（配偶者、父母、兄弟姉妹等） ◯ いる ◯ いない（下表記入不要） 

 

 
「いる」 の場合に記入 「いない」 の場合に記入 

共同扶養者の氏名 

（組合員の被扶養者認定） 

認定対象者 
との同別居 

認定対象者への 

経済的援助 

共同扶養者が公立学校 

共済組合員の場合に記入 
事 由 

認定対象者への 

経済的援助 

①  
組合員の 
配偶者 

 ◯ 同居  所属所名  ◯ 離婚 年額     円 

（被扶養者認定…有・無） ◯ 別居 年額      円 組合員証番号  ◯ 死別  

②  
父母の 
配偶者 

 ◯ 同居  所属所名  ◯ 離婚 年額     円 

（被扶養者認定…有・無） ◯ 別居 年額      円 組合員証番号  ◯ 死別  

③  
その他の 
共同扶養者  

 ◯ 同居  所属所名     

（被扶養者認定…有・無） ◯ 別居 年額      円 組合員証番号     

 ◯ 同居  所属所名     

（被扶養者認定…有・無） ◯ 別居 年額      円 組合員証番号     
 

所属所名  組合員氏名  

全 員 提 出 

共同扶養者がいる場合、扶養手当

の認定の有無に関わらず、収入比較

書類は提出必須 

【例外】共同扶養者が次のいずれか 

・組合員の被扶養者 

・公立学校共済組合員 



 

                           （R5.6） §15-005  

任意継続組合員の被扶養者継続認定申立書 

 

任意継続組合員の資格取得にあたって、次の被扶養者の継続認定を申立てます。 

組 合 員 氏 名    

所 属 所 名    

組合員証番号（現職時）    

退 職 年 月 日 令和   年   月   日 

住         所    

 

１ 継続認定を受けようとする被扶養者 

被扶養者氏名 性別 続柄 同居・別居 年齢 住    所 

   同居 ・ 別居   

   同居 ・ 別居   

   同居 ・ 別居   

   同居 ・ 別居   

 

２ 継続認定を必要とする理由（次の①～④を詳細に記入） 

① 組合員が扶養している実態 

（扶養状況・生活費の支出状況） 

 

 

② 継続認定を受けようとする者 

の所得の状況 

 

 

③ 継続認定を受けようとする者 

が別居している場合はその状況

（送金状況等を含む） 

 

 

④ 共同扶養者の収入の種類及び 

その額 

 

 

 

３ 共同扶養者の健康保険加入状況 

 共同扶養者氏名 組合員との続柄 健康保険加入状況 

  国民健康保険 

 

４ 組合員の家族構成 

氏  名 続柄 同居・別居 年齢 職業 前年の年間総収入額 

  同居 ・ 別居   円 

  同居 ・ 別居   円 

  同居 ・ 別居   円 
    
 

【添付書類】 ・ 共同扶養者（配偶者等）の保険証の写し 
・ 共同扶養者の所得証明書（確定申告をしている場合は、確定申告書及び収支内訳書の写し） 



(R5.6) §8-003 

共済組合使用欄 

 

所属所受付印 
被扶養者 同居 ３号住変 証回収日 証発行日 

   令和   年   月   日 令和   年   月   日 

受付印は省略不可 

組 合 員 等 情 報 変 更 申 告 書  

変 更 の 内 容  

変更する事項の欄に◯を記入し、 

その内容を下に記入してください。 

 氏名変更 

添
付
書
類 

組合員証等（戸籍等、氏名を確認する書類は不要） 

 口座変更 なし（口座を確認する書類（通帳のコピー等）は不要） 

 現住所の変更 配偶者が変更する場合は※参照 なし 

 住民票の変更 住民票の写し（被扶養者のみ）・配偶者が変更する場合は※参照 

 その他（                            ） 

     

氏名変更のとき 変更前の氏名
フリガナ

 現在の氏名
フリガナ

 

【氏名変更年月日】 

令和  年  月  日 

  

  

 

口座変更のとき 
金融機関名 本・支店名 

種別 口座番号 
金融機関コード 本・支店コード 

注１ 改姓により、口座の名義名のみ

変更となる場合は申告不要です。 

注２ 外国人については、通帳等の写

しを添付してください。 

  

普通        

       

 

住所変更のとき 
変更した者の欄に◯を記入し、 

（ ）内に名前を記入してください。 
旧住所 新住所 

現
住
所
の
変
更 

本
人  組合員本人 〒    － 〒    － 

被

扶

養

者 

 配偶者※（           ） 

   子（              ） 

 その他（            ） 

住
民
票
の
住
所
の
変
更 

本
人  組合員本人 〒    － 〒    － 

被

扶

養

者 

 配偶者※（           ） 

   子（              ） 

 その他（            ） 

   
 
 
海外に転出するため住民票が 
なくなる場合は、右欄を記入し、 

国内居住要件の例外に該当する 
ことが確認できる書類を添付 

海
外
転
出
の
場
合
に
記
入 

国内居住要件の例外該当事由 

１．留学  ２．海外に赴任する組合員に同行 

３．就労以外の目的で一時的に海外に渡航 

４．組合員が海外赴任中に身分関係が発生 ５．その他

（              ） 

国内居住要件の例外事由に該当する期間 

令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

※ 20歳以上60歳未満の配偶者が住所を変更するときは、追加で次の書類が必要です。 
  【国内で現住所・住民票の住所を変更】「国民年金第３号被保険者住所変更届」（様式集§8-007） 

【海外に転出又は海外から転入】「国民年金第３号被保険者関係届」（様式集§7-011） 
   
  上記のとおり申告します。 

   公立学校共済組合広島支部長 様 

令和  年  月  日 

 

組合員氏名 

組合員証番号 

  この申告は、事実と相違ないものと認めます。 

令和  年  月  日 
 

所属所コード 

     

 

所属所名 

所属所長 職・氏名 

 

  

 

住民票の写しを添付 
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※共済組合使用欄   所属所受付印 
所得区分 証の有効期限   

ア ・ イ ・ ウ ・ エ 令和  年  月  日～令和  年  月  日 
  

    

公立学校共済組合限度額適用認定申請書 
受付印は省略不可 

組合員証の記号番号  公立広島 
申請の日の属する月の 
標 準 報 酬 月 額 円 

組合員 

氏 名  

生年月日  昭和 ・ 平成     年     月     日 

所属所名  所属所コード  

所 在 地  

適用対象者 
氏 名  

生年月日  昭和 ・ 平成 ・ 令和      年     月     日 

入院・通院予定期間 

※退院日（通院終了日）が不明な

場合は、空欄で提出してください 

 令和  年  月  日  から  令和  年  月  日 まで 

※退院時に支払いを済ませている場合、原則として認定証は発行しません 

                       【留意事項】１を参照 
退院時の支払 

（ 済 ・ 保留中 ） 

認定証の有効期限開始日 
 令和    年    月の初日 

※記入がない場合、申請書を共済組合が受理した月の初日から１年間有効な認定証を発行します 

認定証の送付先 

※いずれかに〇をつけてください 

            〒 
 
所属所・自宅・その他   

（           ）様方  組合員との関係（   ） 

  上記のとおり公立学校共済組合限度額適用認定証の交付を申請します。 

  公立学校共済組合広島支部長 様 

   令和  年  月  日 

   組合員 〒 

    住所  

    氏名                     

    電話 （     ）     ― 

  上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。 

   令和  年  月  日 

  所属機関の長 所属所名 

    職名  

    氏名                   

【留意事項】 

１ 退院時（通院時を含む）に、医療機関へ医療費の支払いを済ませている場合は、申請書の提出は不要です。 

  支給となる高額療養費がある場合は、原則として受診月の３～４か月後に自動給付されます。 

２ 過去に認定証の発行を受けている場合、旧証の返却が必要です。未返却の場合は当申請書に添付して返却してください。 

３ 認定証には共済組合に届け出ている住所が記載されます。 

届出済住所に変更がある場合は、組合員等情報変更申告書を併せて提出してください。 
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例）入院することになり、病院から「手術と入院費で 100 万円の総医療費になります。保険証を使用し

て３割負担としても支払が 30万円になるので高額療養費の手続きをしてください」と言われた。ど

のような手続きをすべきか。（標準報酬月額 36万円の組合員の場合） 

「高額療養費制度」とは、1ヶ月に 1つの医療機関（入院・外来別）で支払った額が、一定額（自己負担

限度額）を超えた場合に、その超えた額（「高額療養費」）を給付するという制度です。 

自己負担限度額は、次の表のとおり、組合員の標準報酬月額と、総医療費によって決まります。 

例）の組合員は標準報酬月額が 36 万円のため、適用区分は「ウ」となり、自己負担限度額は表の式にあ

てはめて計算すると 87,430円となります。 

標準報酬月額 適用区分 自己負担限度額 

830,000 円以上 ア 252,600＋（総医療費－842,000 円）×1％ 

530,000 円以上 830,000 円未満 イ 167,400＋（総医療費－558,000 円）×1％ 

280,000 円以上 530,000 円未満 ウ 80,100＋（総医療費－267,000 円）×1％ 

280,000 円未満 エ 57,600 円 

低所得者（住民税非課税） オ 35,400 円 

 

 

  公立学校共済組合の「高額療養費」は自動給付です。窓口で自己負担額の全額を支払う場合や、既に自己

負担分全額の支払が済んでいる場合、請求などの手続きは必要ありません。 

  医療費 30万円を支払って退院した場合 

 

保険適用（７割） 退院時に窓口で 30 万円（定率負担３割）全額を支払う 

70 万円 

(共済組合) 

212,570 円 

(高額療養費) 

87,430 円(自己負担限度額） 

62,400 円（附加給付※） 最終自己負担額 25,030 円 

 

高額療養費及び附加給付を、概ね受診月の３か月後に給付します。 

 

 

  支払の時に「限度額適用認定証」を利用すると、窓口で「高額療養費」に当たる部分を支払う必要がなく、

自己負担限度額まで支払額を引き下げることができます。 

  限度額適用認定証を使用した場合 

 

保険適用（７割） 支払不要 退院時に自己負担限度額のみ支払う 

70 万円 

(共済組合) 

212,570 円 

(高額療養費) 

87,430 円(自己負担限度額） 

62,400 円（附加給付※） 最終自己負担額 25,030 円 

 

附加給付を、概ね受診月の３か月後に給付します。 

 

病 院 で 「 高 額 療 養 費 の 手 続 き を 」 と 言 わ れ た 場 合 

「高額療養費」の給付方法は 2種類ありますが、どちらの方法でも最終的な自己負担額は同じです。 

 

 

総医療費 100 万円 

総医療費 100 万円 

※附加給付も自動給付です。申請は必要ありません。 

※入院時食事療養費の標準負担額や差額ベッド代等の保険適用外の費用は自己負担となります。 

※広島県教職員互助組合に加入している組合員は、最終自己負担額に対しさらに医療給付金が支給される場合があります。 

方法①窓口で自己負担額全額を支払い、概ね３ヵ月後に「高額療養費」の給付を受ける。（手続き不要） 

方法②「限度額適用認定証」を利用して、「高額療養費」に当たる部分を支払わない。（事前申請） 
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